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労災保険審理室長

労災保険に係る訴訟に関する対応の強化について

労災保険に係る訴訟への対応に関しては､平成22年8月4日付け事務連絡｢労災保険に

係る訴訟に関する対応の強化について」に基づき、敗訴した場合に行政実務に重大な影響を

与えることが予想される労災訴舩事件について､共同処理事件に指定して訴訟対応の強化を

図ってきたところであります。

しかしな力くら、依然として240件を超える多数の労災保険に係る訴訟を抱え､共同処理

事件数も平成23年度末の74件から､平成28年度末には114件に増加しているところ、

平成28年度の上半期において、共同処理事件に指定していない労災訴訟事件に対して､最

高裁において国敗訴の判決が言い渡され、また、平成28年度における高裁での敗訴が10

件となっている状況にあります。

このような状況を踏まえ､労災訴訟事件に対する適切な対応の一層の徹底を図るため､共

同処理事件等の取扱いを下記のとおり改定するので､今後の労災訴舩事件の処理に遺漏のな
いようお願いいたします。

記
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1訴訟追行における密接な連携等

（1） 適切な事前協繊の実施

、 応訴方針に係る労災保険審理室との協議については､平成17年3月30日付け事務
連絡「労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について」の配の1において、新規提訴

された全ての事件について行うこととされている。

したがって、全ての新規提訴事件について、事前協鐵（新件協溌（当室において会蟻

形式で行うものをいう。以下同じ｡）又は担当中央労災補償訟務官との書面等による協

溌）を行うこととし、担当中央労災補償舩務官との協溌の結果､新件協議を行わないこ

ととした事件についても､担当中央労災補償舩務官と必ず書面等により事前協議を行う。
（2） 原審判決区分Ⅲ又はⅣの訴訟事件の控訴審対応

平成28年度に､最高裁において1件､高裁において10件の敗訴判決があったこと

．から、当分の間も判決区分Ⅲ又はⅣであって勝箙した事件のうち4－審の判決内容に国
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側主張と異なる事実認定がされている事件等が上訴された場合は､控訴審における応訴

方針について、事前に中央労災補償訟務官あて、応翫方針案等を送付した上で、新件協

議に準じた協溌を行う。

2応訴方針の協議等

（1） 応訴方針に係る協繊について

事前協蟻に当たっては、その1週間前までに応訴方針案（別添様式1）及び医師意

見書（原告側及び国側）を担当中央労災補償訟務官あて送付した上で、応訴方針案の

適否、国側医師意見書の適否等について協溌する。
（2） 事前協溌後の対応について

事前協議において、応訴方針等に関する指摘事項等があった塙合は、事前協議後2

週間以内を目途に当該指示事項を踏まえて応訴方針の修正案を作成し、担当中央労災

補償訟務官に送付する。

U
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3新件協議を行わない場合の適切な事前協議（書面等による協議）の実施

上記1(1)の担当中央労災補償訟務官との書面等による協議は、新件協購に準じて処理

する。

4労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件への対応

（1） 労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定

労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件（以下『共同処理事件」
という。）は、新件協議及び担当中央労災補償舩務官との書面による協議の結果を踏

まえて労災保険審理室長が指定する。
（2） 共同処理事件の指定対象とする事件
敗訴した際に行政実務に重大な影響を与えることが予想される下記に掲げる労災訴

訟事件を指定対象とする。

・ア脳・心臓疾患事件､精神障害事件､石綿関連疾患事件など認定基準等への影響の大

きいもの

イ労働基準法施行規則別表1の2及び告示(平成8年3月29日付け労働省告示33

号･改正平成25年9月30日）において示されている疾病に含まれない疾病（化学

物質過敏症など）を争点とする事件

ウ一審で勝訴し控訴された（敗訴し控訴した）事件で上配に準じる事件

エその他、特に労災保険審理室の指導・支援が必要と錫められる事件

（3）都道府県労働局における対応

共同処理事件に関して､都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下(ｱからオ）
に具体的に記述する。

ア新件協蟻等における指摘事項に係る実施状況(補充調査､関係者の聴取等)につい

ては､実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に報告するとともに､鯛査結果等を送
付し、立証内容等について協識する。
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イ法務局又は選任弁護士（以下『法務局等」という｡）との協議（期日における協議

を含む｡）を行った場合、協議後速やかに担当中央労災補償訟務官に内容を報告する

とともに、協議によって作成することとした書証.必要な人証等について担当中央労

災補償訟務官と協議する。

ウ準備書面案の作成､尋問案等の作成、医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の

作成などの各段階において担当中央労災補償訟務官と協議する。

答弁書、準備書面、医師意見書等の案及び準備書面等での主張に係る証拠を、原則

として法務局等への提出期限の3週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し鶴内

容を協議する。

証拠調で証人尋問が行われる場合には､尋問案及びその根拠となる書証等を原則と
して法務局等への提出期限の2週間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し､内容

を協議する。

工相手側準備書面等については、入手後速やかに担当中央労災補償訟務官に送付し、

対応を協議する。その際､原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付

する。

オ最終の口頭弁論期日の前の期日終了後､双方の主張及び証拠を整理した上で､準備

書面及び証拠提出の要否について担当中央労災補償訟務官と協議する。

(4)都道府県労働局管理者による事案の把握と指示

労災補償課長は､法務専門員等の積極的な活用を図り､共同処理事件の処理体制の
強化に努める。

・ 労災補償課長など局管理者は､共同処理事件として指定された事件について､準備

書面案の作成、尋問案の作成、医学証人や専門医の確保、医師意見書等の作成などの

各段階において進ちょく状況を把握するとともに､提訴後事前協議までの間(必要に

応じて原告側から医師意見書力堰出された口頭弁論期日終了後）に、調整官、補佐、

・監察官齢その他必要な職員を構成員とする応訴方針検討会議を開催し、主張・立証方

法等の適否や補充調査の必要性等I ｜について検証した上で､必要な指
示を行う。口
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⑤中央労災補償訟務官における対応

担当中央労災補償訟務官は､都道府県労働局の指定代理人と同様､準備書面作成や医

証の確保などについて、都道府県労働局と共同して訴訟を処理する。 （下記アからギ）
ア新件協議における本省指示事項を速やかに作成し、都道府県労働局に提示

イ原告等相手側主張に対する反論方針の検討

ウ準備書面案、尋問案等の作成

工医学証人や専門医等の確保、医師意見書等の作成

オ準備書面作成のために必要な資料（医学専門害など）の確保。提供

力原告等相手側主張に対する反論漏れや主張不足の有無の確認

キその他

r=

5労災保険審理室への報告等

（1）新件協議等における指摘事項に係る実施状況の報告

新件協議等における指摘事項に係る実施状況（補充調査、関係者の聴取等）につい
て、実施後速やかに担当中央労災補償訟務官に別添様式2「共同処理事件に関する対

応状況報告」に、調査結果等を添付して報告する。 （上記4の(3)のア）

（2）訴訟追行上の問題点等の報告
共同処理事件として指定された事件については､以下アからウの場合に別添様式｢共

同処理事件に関する対応状況報告」により口頭弁論期日、弁論準備期日等（以下「口
頭弁論期日等」という。 ）における法務局等の指示の具体的内容や訴訟追行上の問題

点（問題点と必要とされる対応とをできる限り書き分ける｡ ）等を、その都度速やか
に報告する。 ．

ア上記4の(3)のアの指摘事項に基づく対応に問題が生じた場合

イ法務局等との協議を行った場合（上記4の(3)のイ）

法務局等から新たな指示があった場合､及び本省指摘事項と異なる指示等があった

場合

ウ次回口頭弁論期日等に備えた準備祷面案､尋問案等を作成した場合､医学意見書(案

を含む｡)を入手した場合及び医学証人や専門医を確保した場合(依頼をしようとする
場合など確保の準備を行うときを含む。） （上記4の(3)のウ）

工原告等相手側から準備書面、医学意見嘉等が提出された堀合（上記4の(3)の工）

（3）報告に当たっての留意点

ア上記(2)イについて、協議の結果、作成することとした書証や必要な人証等に関す

る資料､及び証拠化した書証等を併せて送付する。
イ上記(2)ウについて、準備書面案、尋問案、医学意見書(案を含む。）、及び根拠と

なる書証等を添付して報告する。

医学証人や専門医の医学意見書等の確保(依頼)に当たっては､候補者の所属､専門
分野その他参考となる事項を記載すること。

←
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ウ上記(2)エについて、原告等相手側準備書面の主張についての証拠を併せて送付す
●
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6共同処理事件に指定しない事件等の処理

共同処理事件に指定しない事件又は新件協議の対象としない事件については､担当中央

労災補償訟務官と準備書面案等の事前送付（上記4， (3)、ウ）等の対応の要否を協議す

る。

原告等相手側準備番面等については､入手後直ちに担当中央労災補償訟務官に送付する。

その際、原告等相手側準備書面の主張についての主要な証拠も併せて送付する。

鉦拠調で証人尋問が行われる場合には､尋問案を法務局等に提出する2週間前までに担

当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議する。
最終の口頭弁論期日の前の期日終了後､必要に応じて双方の主張及び証拠を整理した上

で、準備書面及び証拠提出の要否について検討し、担当中央労災補償訟務官に報告する。…

共同処理事件の随時指定と指定解除

共同処理事件として指定を行っていない事件であって､原告等から新たな主張がなされ

たこと等により、共同処理事件として指定する必要が生じた事件､判決区分Ⅱの訴訟事件

であって、一審で勝訴した事件のうち、一審の判決内容に国側主張と異なる事実認定がさ

れている事件等判決の内容に問題が認められる事件は､都道府県労働局労災補償課長等と

協識の上、共同処理事件として追加指定する。

また、訴訟の進行に伴い、共同処理事件として処理する必要性が消滅した事件について

7

は、都道府県労働局労災補償課長等と協議の上、共同処理事件の指定を解除する。
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●

平成年月日

○○労働局謝鮮部労災撤賞課

・ 共同処塵事件に関する対応状況報告，

(○○地裁平城CO年術ｳ）第○○号○○○○事附
平成○○年○○月○○日第○回期日終了時点
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2聯i圏覇上の闘謹蹴等陣務連絡5 (2)）
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